
 

 

2022(令和 4)年度 決算概要等のお知らせ 
 

１．2022(令和 4)年度決算 

7月 18日開催の第 177回組合会で、大同生命健康保険組合の 2022(令和 4)年度決算およ

び事業報告等が承認されましたので概要を報告します。 

詳細は大同生命健康保健組合ホームページに公告しております。 

（１）決算収支の概要 

①一般勘定 

○決算収支 
・決算収入額が 42.6億円と、前年度(42.7億円)から 0.1億円減少(前年比 99.8％)し、予算(42.9

億円)を下回った(予算比 99.2％)。 

・決算支出額が 39.2億円と、前年度(40.0億円)から 0.8億円減少(前年比 97.9％)し、予算(42.9

億円)を下回った(予算比 91.2％) 。 

・結果 3.4億円の黒字となった。 

○経常収支 
・経常収支差引残は 3.0 億円と、前年度(2.2 億円)から 0.8 憶円増加。予算では赤字(▲1.1 億

円)を見込んでいたが黒字となった。 

＜経常収入＞ 

・保険料は、41.5億円と前年度(41.4億円)と同水準(予算比 101.1％)。 

・前年から年間平均被保険者数・総標準賞与額(年間合計)は減少、年間平均報酬月額は増加。 

＜経常支出＞ 
・保険給付費は、18.0 億円と前年度(17.7 億円)より 0.3 億円増加(前年比 101.5％、法改正の

影響で傷病手当金が大幅増、前年比 227％)したものの、予算を下回った(92.9％)。 

・納付金は、17.9 億円と前年度(19.1 億円)から 1.2 億円減少(前年比 93.7％)し、予算を下回

った(89.7％)、主に前期高齢者納付金の前々年度精算額(▲0.9億円)による納付額の減少。 

・保健事業費は、1.8億円と前年度(1.7億円)から 0.1億円増加したものの、予算の枠内(97.2％) 

②介護勘定 

○決算収支 
・保険料は 6.1億円と前年度(6.0億円)から 0.1億円増加 (前年比 101.6％)し、予算を上回っ

た (予算比 103.5％)。 

・介護納付金が 5.7億円と前年度(6.0億円)から 0.3億円減少(前年比 95.2％)、予算どおり(予

算比 100.0％)。 

・結果、収支差引は 3.0億円と前年度(2.7億円)から 0.3億円増加。 

（２）収支表 

①一般勘定 

○決算収支                                 （単位：万円） 
 当年度 

実 績 

      
前年度 
実 績 

  当年度 
予 算 

  
前年差 前年比 予算差 予算比 

決算収支差引残額 34,053 26,870 7,183 126.7 － 34,053 － 

 決算収入額※１ 426,205 427,239 ▲1,034 99.8 429,831 ▲3,626 99.2 

  うち経常収入 415,825 415,610 215 100.1 411,169 4,656 101.1 

 決算支出額※２ 392,152 400,369 ▲8,217 97.9 429,831 ▲37,679 91.2 

  うち経常支出 385,795 394,013 ▲8,218 97.9 422,186 ▲36,391 91.4 

※１．経常収入に、調整保険料・繰入金・災害臨時特例補助金等・高齢者医療支援金負担補助金・財政調

整事業交付金・補助金等追加収入を加算した額。 

※２．経常支出に、調整保険料還付金・営繕費・財政調整事業拠出金・補助金等返還支出・予備費を加算

した額。 
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○経常収支                                 （単位：万円） 
 当年度 

実 績 

      
前年度 
実 績 

  当年度 
予 算 

  
前年差 前年比 予算差 予算比 

経常収支差引残 30,030 21,597 8,443 139.0 ▲11,017 41,047 410.5 

 経常収入 415,825 415,610 215 100.1 411,169 4,656 101.1 

  保険料 414,521 414,280 241 100.1 410,068 4,453 101.1 

  国庫負担金収入 109 109 0 100.0 111 ▲2 98.2 

  国庫補助金※１ 208 223 ▲15 93.3 171 37 121.6 

  利子収入 800 859 ▲59 93.1 794 6 100.8 

  雑入・その他 187 139 48 134.5 25 162 748.0 

 経常支出 385,795 394,012 ▲8,217 97.9 422,186 ▲36,391 91.4 

  事務所費・組合会費 7,811 7,837 ▲26 99.7 9,255 ▲1,444 84.4 

  保険給付費 180,488 177,822 2,666 101.5 194,267 ▲13,779 92.9 

   法定給付費 178,603 175,767 2,836 101.6 192,153 ▲13,550 92.9 

    被保険者 110,483 113,031 ▲2,548 97.7 123,687 ▲13,204 89.3 

    被扶養者 56,374 52,532 3,842 107.3 57,839 ▲1,465 97.5 

    高齢者 10,265 8,560 1,705 119.9 8,829 1,436 116.3 

    高額療養費 1,481 1,644 ▲163 90.1 1,798 ▲317 82.4 

   付加給付費 1,885 2,055 ▲170 91.7 2,114 ▲229 89.2 

  納付金 178,738 190,816 ▲12,078 93.7 199,341 ▲20,603 89.7 

   前期高齢者納付金 72,547 83,391 ▲10,844 87.0 88,144 ▲15,597 82.3 

   後期高齢者支援金 106,188 107,421 ▲1,233 98.9 111,193 ▲5,005 95.5 

   その他の納付金※２ 3 4 ▲1 75.0 4 ▲1 75.0 

  保健事業費 18,559 17,340 1,219 107.0 19,087 ▲528 97.2 

  保険料還付金 3 5 ▲2 60.0 10 ▲7 30.0 

  連合会費・その他 196 192 4 102.1 226 ▲30 86.7 
 

 当年度 
実 績 

   
前年度 
実 績 

  
前年差 前年比 

決算収支差引残額 34,053 26,870 7,183 126.7 

 準備金 20,000 0 20,000 － 

 任意積立金 14,048 26,870 ▲12,822 52.3 

 その他 5 0 5 － 

②介護勘定 

○決算収支                               （単位：万円） 

 当年度 
実 績 

      
前年度 
実 績 

  当年度 
予 算 

  
前年差 前年比 予算差 予算比 

決算収支差引残額 29,627 27,196 2,431 108.9 27,549 2,078 107.5 

 収入 86,744 87,185 ▲441 99.5 884,671 2,073 102.4 

  保険料 60,620 59,651 969 101.6 58,546 2,074 103.5 

  繰越金 26,124 27,534 ▲1,410 94.9 26,124 0 100.0 

  その他 0 0 － － 1 ▲1 － 

 支出 57,117 59,989 ▲2,872 95.2 57,122 ▲5 99.9 

  介護納付金 57,117 59,988 ▲2,871 95.2 57,117 0 100.0 

  その他 0 1 ▲1 － 5 ▲5 － 
 

 当年度 
実 績 

   
前年度 
実 績 

  
前年差 前年比 

決算収支差引残額 29,627 27,196 2,431 108.9 

 準備金 2,110 1,071 1,039 197.0 

 繰越金 27,517 26,125 1,392 105.3 



 

２．大同生命健康保険組合「規約」の一部改正 

○2023(令和 5)年 3月 31日付、Ｔ＆Ｄカスタマーサービス株式会社の解散に伴い、健康保

険組合としての事業所を廃止したことによる改正。 

（１）改正内容 ：第４条(設立事業所の名称及び所在地)別紙から、Ｔ＆Ｄカスタマー

サービス株式会社を削除。 

（２）改 正 日 ：2023(令和 5)年 4月 1日 

 

 

＜報告事項＞ 

１．マイナンバーカードと保険証の一体化（マイナ保険証） 

○６月２日に改正マイナンバー法が成立し、2024 年秋から健康保険証は廃止となり、医

療機関等の受診はマイナンバーカードの利用を基本とすることが決定。健保組合とし

ては、厚生労働省、健保連の方針に沿って、マイナ保険証の登録推進および活用を勧奨

していく。 

○マイナ保険証の早期手続きおよび誤登録防止の観点から、事業主に対して「資格取得

届」「被扶養者異動届」にマイナンバーを記載して５日以内に健保組合に提出すること

が義務化。 

○一部保険者において健康保険証とマイナンバーの誤登録が発生したことから、厚生労

働省から全健保組合に再確認の要請があった。当組合では、ルールに沿って適切に事務

処理しており問題は発生していないが、念のため当趣旨に沿って再点検を実施し、問題

ないことを確認済み。 

 

以 上 


